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政
府
は
、
今
般
の
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
（
以
下
「
特
措
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
の
六
第
一
項

に
基
づ
く
ま
ん
延
防
止
等
重
点
措
置
と
し
て
、
飲
食
店
等
に
対
し
酒
類
の
提
供
等
の
停
止
を
要
請
す
る
こ
と
（
以
下
「
酒
類
提

供
停
止
要
請
」
と
い
う
。
）
を
認
め
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
以
下
質
問
す
る
。 

一 

ま
ん
延
防
止
等
重
点
措
置
に
つ
い
て
は
、
令
和
三
年
二
月
一
日
の
衆
議
院
内
閣
委
員
会
に
お
い
て
、
西
村
国
務
大
臣
は

「
営
業
時
間
の
変
更
を
超
え
た
休
業
要
請
（
中
略
）
は
含
め
な
い
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。
」
と
答
弁
し
て
い
る
。
他
方

で
、
酒
類
提
供
停
止
要
請
は
令
和
三
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
八
十
二
号
等
の
告
示
に
よ
り
、
酒
類
提
供
停
止
要
請
が
ま
ん

延
防
止
等
重
点
措
置
に
追
加
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
酒
類
の
提
供
が
欠
か
せ
な
い
居
酒
屋
等
の
飲
食
店
に
お
い
て
は
、

酒
類
提
供
停
止
要
請
は
実
質
的
な
休
業
要
請
で
あ
り
、
営
業
時
間
の
変
更
の
要
請
と
は
い
え
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が

っ
て
、
ま
ん
延
防
止
等
重
点
措
置
と
し
て
酒
類
提
供
停
止
要
請
を
行
う
た
め
に
は
法
改
正
が
必
要
で
あ
り
、
告
示
に
よ
り
酒

類
提
供
停
止
要
請
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 

二 

現
行
の
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
地
方
創
生
臨
時
交
付
金
」
の
協
力
要
請
推
進
枠
を
活
用
し
た
協
力
金
の
対



 

２ 

 

象
は
、
休
業
要
請
又
は
営
業
時
間
短
縮
要
請
へ
の
協
力
に
応
じ
た
事
業
者
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
酒
類
提

供
停
止
要
請
は
営
業
時
間
短
縮
要
請
と
は
別
の
要
請
で
あ
り
、
事
業
者
は
経
済
的
影
響
を
大
き
く
受
け
る
も
の
で
あ
る
。
特

に
、
酒
類
の
提
供
が
欠
か
せ
な
い
居
酒
屋
等
の
飲
食
店
に
と
っ
て
、
酒
類
提
供
停
止
要
請
は
実
質
的
に
は
休
業
要
請
に
相
当

す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
飲
食
店
が
酒
類
提
供
停
止
要
請
に
応
じ
た
場
合
は
、
営
業
時
間
短
縮
要
請
に
対
す
る
協

力
金
と
は
別
に
、
酒
類
提
供
停
止
に
よ
り
受
け
る
影
響
に
対
す
る
支
援
を
行
う
べ
き
で
は
な
い
か
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ

た
い
。 

 

右
質
問
す
る
。 


